
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

九

四

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
九
四
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
新
貸
金
業
法
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
新
貸
金
業
法
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

消
費
者
向
け
大
手
貸
金
業
者
を
中
心
に
、
個
人
向
け
の
貸
付
金
利
に
つ
い
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
引
き
下
げ
る
動
き

が
見
ら
れ
、
新
規
与
信
審
査
の
厳
格
化
に
よ
り
、
新
規
借
入
申
込
件
数
に
対
す
る
貸
付
契
約
の
成
立
割
合
で
あ
る
新
規
成
約

率
は
、
消
費
者
向
け
大
手
貸
金
業
者
四
社
で
平
成
十
八
年
三
月
に
お
い
て
六
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
三
月
に

お
い
て
四
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
年
一
月
に
お
い
て
三
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
下
し
て
き
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。

ま
た
、
消
費
者
向
け
大
手
貸
金
業
者
四
社
の
貸
付
残
高
は
、
主
と
し
て
過
払
金
返
還
請
求
の
増
大
や
貸
倒
れ
の
増
加
に
よ

り
、
平
成
十
八
年
三
月
末
時
点
五
兆
九
千
四
百
四
十
四
億
円
、
平
成
十
九
年
三
月
末
時
点
五
兆
四
千
百
八
十
七
億
円
、
同
年

十
二
月
末
時
点
四
兆
九
千
四
百
九
十
九
億
円
と
減
少
し
て
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

上
限
金
利
の
引
下
げ
等
を
内
容
と
す
る
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
百
十
五
号
）
の
完
全
施
行
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
年
半
以
内
で
政
令
で
定
め
る
日
で
あ

る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
前
述
の
新
規
成
約
率
の
低
下
は
、
貸
金
業
者
が
そ
れ
ま
で
の
間
に
利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年

一



法
律
第
百
号
）
の
上
限
金
利
以
下
の
貸
付
金
利
の
下
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
を
図
っ
て
い
く
動
き
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
貸
金
業
者
の
貸
付
動
向
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

無
登
録
で
貸
金
業
を
営
む
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
融
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
把
握
は
困
難
で
あ
る
が
、
金
融
庁
、
財
務
局
及
び

財
務
支
局
並
び
に
都
道
府
県
に
寄
せ
ら
れ
た
貸
金
業
の
無
登
録
営
業
に
係
る
苦
情
・
相
談
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年

度
に
お
い
て
二
万
六
千
二
百
三
十
一
件
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
一
万
七
千
二
十
二
件
、
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
二
万

三
百
六
十
四
件
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
一
万
九
千
七
十
五
件
（
う
ち
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
お
い
て
一
万
四
千
八
百

十
八
件
）
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
お
い
て
一
万
千
五
百
三
十
一
件
と
な
っ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
二
十
日
に
、
多
重
債
務
者
対
策
本
部
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
「
多
重
債
務
問
題
改
善
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
の
っ
と
り
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
融
の
撲
滅
に
向
け
た
取
締
り
の
徹
底
、
監
督
当
局
に
よ
る
警
察
へ
の
積
極
的

な
情
報
提
供
や
被
害
相
談
を
受
け
た
場
合
の
無
登
録
業
者
へ
の
電
話
に
よ
る
警
告
の
実
施
な
ど
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

二



「
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
は
、
既
存
の
借
り
手
を
対
象
と
し
た
債
務
整
理
や
生
活
再
建
の
た
め
の

相
談
を
受
け
る
窓
口
の
整
備
・
強
化
、
当
該
相
談
を
前
提
と
し
た
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
け
の
提
供
等
の
施
策

に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
に
お
い
て

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

貸
金
業
者
数
は
、
昭
和
五
十
八
年
の
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
施
行
以

す
う

後
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
末
の
四
万
七
千
五
百
四
業
者
を
ピ
ー
ク
に
趨
勢
的
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
特
に
平
成
十
六
年
の
貸

金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
及
び
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
施
行
以
後
大
幅
に
減
少
し
、
平
成
十
九
年
三
月
末
に
お
い
て
一
万
千
八
百
三

十
二
業
者
、
直
近
で
は
、
平
成
二
十
年
一
月
末
に
お
い
て
九
千
八
百
十
九
業
者
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
の
都
道
府
県
知
事
登
録
の
貸
金
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
の
う
ち
、
高
金
利
を
処
分
事
由
と
す
る
行
政
処
分

の
件
数
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
二
百
件
、
平
成
十
九
年
度
（
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
ま
で
）
に
お
い
て
百
八
十
六

件
と
な
っ
て
い
る
。

三



政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
貸
金
業
者
数
の
推
移
を
迅
速
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
監
督
当
局
等
と
も
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
貸
金
業
者
が
法
令
を
遵
守
す
る
よ
う
適
切
に
監
督
し
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

貸
金
業
者
に
対
す
る
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
消
滅
時
効
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
時
効
期
間
が
十
年
で
あ
る
と

す
る
司
法
判
断
（
最
高
裁
判
所
昭
和
五
十
五
年
一
月
二
十
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
民
集
三
十
四
巻
一
号
六
十
一
頁
）
が
示

さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
九
条
は
、
「
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保

護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。
」
と
、
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
二
十
九
条
第
一
項
は
、
「
役
員
等
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
役
員
等
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。
」
と
規
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
私
人
間
の
法
律
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四


